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                          平 成  年  月  日 

認定手続取りやめ通知第   号 
（認定手続取りやめ通知書番号） 

                       殿 
 
 
 

（税関官署の長）                印 
 
 
 
 平成  年  月  日付認定手続取りやめ請求書による請求があった認定手続の取り

やめについては、関税定率法第２１条の５第１１項の規定により当該認定手続を取りやめる

こととしましたので、同条第１２項の規定により、通知します。 
 併せて、同条第 12項の規定により、当該認定手続に係る貨物に係る輸入者情報を下記の
とおり通知します。 
 
 

記 
 
 
 

輸入者情報 
 
輸入者の氏名又は名称 
 
 
住所 

 
 
 
 
 
 
 
 
（注） 上記輸入者情報については、関税定率法第２１条の５第１３項の規定により、次の目

的以外の目的には使用できません。 
   (1) 同条第３項に規定する損害に係る賠償請求権の行使 
   (2) 当該貨物に係る特許法第 100条第１項若しくは第２項、実用新案法第２７条第１項若

しくは第２項又は意匠法第３７条第１項若しくは第２項の規定による差止請求 
 

（規格 A4） 


